
船舶インシデント調査報告書 

令和３年１１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（絡索） 

発生日時 令和３年２月２５日 １０時５０分ごろ 

発生場所 三重県志摩市大王埼北東方沖 

 大王埼灯台から真方位０４０°１.１海里付近 

 （概位 北緯３４°１７.４′ 東経１３６°５４.８′） 

インシデントの概要 プレジャーヨットLibra
リ ブ ラ

は、航行中、推進器が絡索し、運航不能と

なった。 

インシデント調査の経過 令和３年３月３日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーヨット Libra、５トン未満（長さ８.１３ｍ） 

 ２３５－２８８３１愛知、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 なし 

定置網 なし  

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、機走中、定置網の外側のロープに

推進器が絡索し、運航不能となった。 

 本船は、漁業組合の船舶によって絡索から離脱され、自力で航行

し、入航予定のマリーナに向かった。 

  船長は、航行海域付近に定置網が存在することを知っていたが、本

事故当時、太陽光の海面反射で同網の浮標等が視認しづらい状況で 

あったところ、前方海域を航行する他船を認めたので、他船と同様の

進路で行けば支障はないと思った。 

分析 本船は、太陽光の海面反射で定置網の浮標等が視認しづらい状況

下、航行中、船長が、航行海域付近に定置網が存在することを知って

いたものの、前方海域を航行する他船を認め、他船と同様の進路で行

けば支障はないと思い、同進路で航行を続けたことから、定置網付近

に向かうこととなり、推進器が定置網のロープに絡み、運航不能と 

なったものと考えられる。 

船長が前方海域に認めた他船は、本インシデント発生場所付近を航

行した可能性があると考えられるが、定置網のロープに絡索せずに通

過した状況を明らかにすることができなかった。 

原因  本事故は、太陽光の海面反射で定置網の浮標等が視認しづらい状況

下、本船が航行中、船長が、航行海域付近に定置網が存在することを



知っていたものの、前方海域を航行する他船を認め、他船と同様の進

路で行けば支障はないと思い、同進路で航行を続けたため、定置網付

近に向かうこととなり、推進器が定置網のロープに絡んだことにより

発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船舶の船長は、沿岸付近の海域を航行する場合、事前に定置

網の詳細な位置情報を入手し、同網から十分に距離を離して航行

すること。 

 


